
1  

特別養子を中心とした養子制度の

在 方に関す 研究会 
資料 
９－  

 
中間報告書の取 まとめに向けた補充的検討⑵ 

 
第  年齢要件の見直しについて 

 養子 者 意思を考慮 方法 研究会資料 頁以 参照  5 
 養子 者 歳以 あ 場合 

  普通養子縁組 養子 者 歳未満 あ 場合 そ 法定代

理人 代わ 承諾を 民法第 条第 項 逆

養子 者 歳以 あ 場合 自 意思 単独 養子縁組を

法定代理人 代わ 縁組 承諾を い。特10 
養子縁組 実方親族関係 終了 普通養子縁組 比べ 養子

者 身 関係 重大 影響を及 普通養子 い そ 意思

必要 齢 至 者 い そ 意思 わ 特 養子縁

組を 立 均衡を失 。 仮

養子 者 齢 限を 歳以 引 あ 歳以15 
子 い 特 養子縁組を 立 養子 者 同意や 少

そ 意思 反 い を要件 必要 あ 考え 1。 
  特 養子縁組 立を養子 者 意思 対

当研究会 い 強い反対 意見 あ 。養子 者 実親

関係を終了 う いう困 選択を迫 相当 い いう20 
理由 基 あ 反対意見 十 説得的 あ 思わ 。 

  う 特 養子 養子 者 齢 限を 歳以 引

そ 意思を う 考慮 い 困 問題 生 。

歳以 子を特 養子縁組 対象 い 考慮

検討 必要 あ 2 研究会資料 参照。  25 
                            
1 普通養子縁組 契約型 称 養子 者 未 あ 場合 裁

所 許可 必要 いえ を 立 本質的 要件 当事者 合意 あ 。

対 特 養子縁組 子 福祉を実現 裁 所 審 立

あ う 両制度 性質 いを強調 特 養子 い 子 意

思 わ そ 利益を図 立場 縁組を 立 普通養子 均

衡を失 い 考え 。 
2 仮 原則 歳以 子 特 養子縁組 養子

い 特 事情―明 性的虐待 ― あ 場合 例外的 歳

以 特 養子縁組 あ い 実親子関係 断 を認 必要 い いう

い 検討を要 。 場合 そ 子 意思を う 考慮

併 検討 必要 あ 。 
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 養子 者 歳未満 あ 場合 
  普通養子 い 養子 者 歳未満 あ そ 法定代

理人 代わ 縁組 承諾を 子 意思

わ 普通養子縁組 立 得 。家事事件手 法 普通養子縁組 許可

審 当 養子 者 歳未満 場合 そ 意思を確認5 
必要的 い。 歳未満 子 自 認識を表現 意

向等を表明 能力を一 具備 い いえ い あ 説

明 い 3。 を前提 特 養子縁組 い 養子 者

齢 歳未満 あ 場合 一 養子 同意を要件 相

当 い。そ 家事事件手 法第 条 養子 者 意思を考10 
慮 そ 同意を要件 必要 い 考え 。 

  対 特 養子縁組 実方父母等 親族関係 終了

普通養子縁組 強い効力を有 普通養子縁組 異

養子 者 意思を 重 考慮 べ あ 考え方 あ 得 思わ

4 う 考え 。 15 
 養親 者 齢 見直 要否 研究会資料 頁以 参照  

  特 養子 養親 養子 間 実親子 同様 親子関係を形 を目的

いう実親子 同様 関係 外観 実親子 い を含 考え

養親 養子 間 一定 齢差 あ 望 い いう 5。
養親子間 一定 齢差 あ 養親子間 親子 愛着関係20 

を形 有益 あ 考え 。現行法 養親 者 齢

要件及び養子 者 齢要件 帰結 養親 養子 間 一定 齢差

必然的 生 養子 者 限 齢を引 場合 養親

者 関 現行 齢要件 養親子間 齢差を確保

い。そ 養親 者 最低 齢を引 や 新 齢差要件25 
を設 考え 。 低 齢 子を養子 ケース 大半を占

いう特 養子縁組 現状 鑑 前者 方法を採 養親

者 い 要件を加重 結果 可能性 高 合理的 い。 
  齢差要件 い 昭和 民法改正 先立 中間試案 い 検討

養親 者 原則 歳以 特 養子30 
者 歳以 長 い 家庭裁 所 要件

充 い場合 養子 者 利益 相当 あ 認

                            
3 金子修 逐条解説家事事件手 法 頁 
4 他方 本文 記載 特 養子 否を養子 者 意思

対 反対意見 あ 。 
5 細川 頁 
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縁組を 立 いう本案 養親 者 齢

い 規定を設 家庭裁 所 断 委 いう 案 併記 い 。

要件 齢差 過大 あ 批 あ や 養親 い

歳以 いう要件を設 自 養子 間 一定 齢差 生

齢差要件 設 6。 5 
  対 諸外国 い 養親 養子 齢差要件を設 あ

。例え ンス 歳以 ベ ギー 歳以 養子 配偶者

子等 あ 場合 歳以 イタ ア 歳以内又 歳以

歳以内 定 い 7。 
  以 を踏 え 養子 者 限 齢を引 場合 養親 養子10 

齢要件を設 う を検討 制度 入 施行状況を踏 え

養親 養子 齢差 歳以 あ 事例 倒的 多 養子 者

齢 限を引 場合 利用状況 変化 可能性 い いえ い

現時 利用状況を前提 養親 養子 間 齢差 自然

い いう事態 生 蓋然性 低い。 養親 養子 齢差 い15 
養子 利益 反 結果 予想 場合 裁 所 必要

性要件を慎重 断 適 養子縁組 立を防 可

能 あ 。 齢要件 加え 新 齢差要件を設

必要性 低い う 思わ 。 
  他方 現実 利用状況 齢差 い養子縁組 蓋然性20 

い 特 養子縁組 普通養子 う 契約的 利用を許

あ 未 者 養育を目的 親子関係を創出 あ

いう理念を示 齢差要件を設 べ あ 考え

う 考え 。 
 養子 者 限 齢を引 場合 縁 制限 方 25 

 現行法 特 養子縁組 縁を制限 特 養親 縁 申立 を否定

い 。 養子 者 限 齢を大幅 引 場

合 現 比べ 養親 養子 愛着形 そ そ 困 場合 増加

考え 。 特 養子縁組 時 既 養子 者 自 確

立 い 養親子間 愛着 形 至 前 養子 養30 
親 対 加害行 養親子間 深刻 ト 生 可能性 否定

い8。 う 場合 養親子関係 養親

                            
6 細川 頁以  
7 鈴木博人 養子制度 国際比較 家族 社会 法 号 頁 特

頁 
8 例え 極端 事例を考え 歳 養子 者 縁組 立直 養父母
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酷 場合 あ 得 養子 者 限 齢を引 場合

長 者を養子 特 養子縁組 い 縁 制限を見直 必要 特

養親 縁 申立権を認 可否 い 検討 必要

い 。 養親 縁 申立 を認 い そ 制度

趣旨 照 相当慎重 検討を要 記 参照 仮 を認5 
養親 縁 可能 特 養子 立 安易 認

い う 運用 留意 必要 あ 。 
 特 養子縁組 縁 制限 い 理由 い 立案担当者 縁

容易 あ 当事者 心理的安定を害 第 者 介入を

招 そ を生 実親子関係 い 事情 あ 断絶10 
い 縁 あ 場合 実親子関係 復活

を得 い 縁を容易 許 実父母 穏 家庭生活9を害
あ 説明 い 10。一方 特 養子縁組 あ 人 的 親子関係

あ 変わ い 子 健全 育 いう制度 目的 相反

事態 生 そ 解消 子 利益 必要 あ 場合 一 縁を許15 
い 制度 硬直 縁を一 否定

い い。 
 特 養子縁組 存 養親 大 利益 場合 養親 縁

申立権等を認 極 限定的 場面 限 子 利益を 考慮事

項 あ 強固 安定 親子関係を形 子 健全 育20 
を図 いう特 養子縁組制度 趣旨 反 他方 養子

加害行 養親 養子 間 親子関係 完全 破綻 いう場合

法 養親子関係 を維持 養子 利益 い

考え 。 長 養育を開始 場合 養親

養子 人格形 対 寄 度 幼少期 関 場合 比べ い25 
考え 長 子 養子縁組を 養親 養子 加害行 を

場合 養親 を 忍 い 酷 あ 考え

。 事情 例え 養子 者 縁組 時 一定

齢を超え い 場合 養親 特 養子縁組 立 一定期間 限

養子 著 い加害行 を 養親子関係 完全 破綻 を理30 
由 縁又縁組 消 を求 規 を設

考え 。                                                                                
暴力を振 う う 養親子間 交流 完全 途絶え う いう事例 考え

。 
9 前記 解説 非嫡出子を特 養子 そ 父以外 男性 婚姻 母 適例

あ い 。 
10 細川 頁 
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 他方 特 養子縁組 法的 強固 養親子関係を形 心理

的 養親 見放 い いう安心感を養子 え得 特徴

あ 縁 制限を緩和 う 特 養子縁組 利 を減殺

養子 加害行 現実 損害 縁以外 方法

法的 関係 観念的 養親5 
忍 得 い程度 利益 疑問 あ 特 養子縁組 否

試験養育 を経 断 あ 養親 慎重 考慮を経

縁組 立 申立 を あ 養親 縁 申立 制限

や を得 い いえ 養子 齢 昇 愛

着関係 形 あ 特 養子縁組 立段階 一層慎10 
重 断を行う 対応 べ あ 養子

者 限 齢 引 伴 縁 制限を緩和 必要 い いえ 。 
 以 い う 考え 。 

  仮 養親 縁 申立 を認 場合 う 場合

縁 申立 を 夫婦共同 縁 必要 あ15 
養親夫婦 一方 い 縁事由 あ 他方 い場合 縁 申立 を

認 縁 効果 実親 親子関係 生 問

題 い 検討 必要 あ 。 
 


